
 

 

 
11月は所得税及び復興特別所得税の予定納税（第２期分）の納付月です。予定納税が  

必要な方には、６月中旬に税務署から「令和４年分所得税及び復興特別所得税の予定納税

額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された第２期分の金額を11月30日  

（水）までに納付いただきますようお願いします。 

なお、振替納税をご利用の方は、11月30日（水）にご指定の金融機関の預貯金口座から

引き落としの手続きを行いますので、口座振替日の前日までに納税額に見合う預貯金の準

備をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税及び復興特別所得税の予定納税（第２期分）の納期限は 11 月 30日です  

  

 

納税に関しては「振替納税」を利用されますと、安全、便利、確実です。 

また、預貯金残高を確認していただくだけで、金融機関や税務署に出向くことなく自

動的に納付ができます。 

振替納税が便利です！ 

 


